
趣 意 書

従業員代表は「会社の意向をうけた者」であってはなりません

（厚生労働省労働基準局長 2018年基発0907第１号）

会社はこれまで、会社の意向をうけた従業員代表を選出して就
業規則や福利厚生制度の改悪に同意させ、労働条件を引き下げ

てきました。組合推薦候補が従業員代表になれば、労働条件の
改悪を進めることはいたしません。

意見聴取に際し、労働条件の向上を意見します
労使協定の締結や就業規則等の改定に際し、従業員の利益にな

るかどうかを十分に吟味し、必ず従業員の利益、労働条件の向
上になるよう会社に意見することをお約束します。

また、今回の就業規則改定案に関する事柄だけではなく、就業
規則全般について従業員の利益、労働条件の向上になるよう会

社に意見することをお約束します。

箱崎 第２ブロック 　カン　ミニ
府中 　佐久間　康晴

日本ＩＢＭ 組合推薦候補 日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
、
キ
ン
ド
リ

ル
ジ
ャ
パ
ン
で
11
月
１
日
に

従
業
員
代
表
選
挙
が
公
示
さ

れ
ま
し
た
。

今
回
の
従
業
員
代
表
選
挙

に
は
、
左
表
の
組
合
推
薦
候

補
が
左
趣
意
書
を
提
出
し
て

立
候
補
し
て
い
ま
す
。
（
キ

ン
ド
リ
ル
ジ
ャ
パ
ン
で
は
11

月
８
日
時
点
で
立
候
補
受
付

は
開
始
前
で
す
。
）

従
業
員
代
表
は
「
時
間
外

お
よ
び
休
日
労
働
に
関
す
る

協
定
書
」
（
36
協
定
）
な
ど

の
労
使
協
定
の
締
結
、
な
ら

び
に
就
業
規
則
の
一
部
改
定

に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
の
役

割
を
担
い
ま
す
。
任
期
は
今

年
12
月
１
日
か
ら
来
年
11

月
30
日
ま
で
の
１
年
間
で
す
。

両
社
で
従
業
員
代
表
選
挙

が
行
わ
れ
る
の
は
、
労
働
基

準
法
が
、
労
使
協
定
の
労
働

者
側
の
締
結
当
事
者
を
、
労

働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る

労
働
組
合
、
そ
れ
が
な
い
場

合
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代

表
す
る
者
と
定
め
て
い
る
た

め
で
す
。
よ
っ
て
、
両
社
は

労
使
協
定
を
従
業
員
代
表
と

締
結
し
て
い
る
の
で
す
。

会
社
の
Ｙ
Ｅ
Ｓ
マ
ン
の
従

業
員
代
表
の
恐
ろ
し
さ

組
合
推
薦
で
な
い
候
補
者

は
、
会
社
の
Ｙ
Ｅ
Ｓ
マ
ン
の

可
能
性
が
あ
り
、
立
候
補
趣

意
書
の
推
薦
人
欄
に
ラ
イ
ン

マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
名
前
の
記
載

が
あ
る
、
つ
ま
り
会
社
側
の

人
か
ら
推
薦
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
が
散
見
さ
れ
ま
す
。

会
社
の
Ｙ
Ｅ
Ｓ
マ
ン
の
従

業
員
代
表
は
、
労
働
条
件
の

不
利
益
変
更
が
含
ま
れ
て
い

て
も
、
会
社
か
ら
の
制
度
変

更
提
案
に
な
ん
で
も
同
意
し

か
ね
な
い
恐
ろ
し
さ
が
あ
り

ま
す
。
会
社
は
こ
れ
ま
で
、

会
社
の
Ｙ
Ｅ
Ｓ
マ
ン
の
従
業

員
代
表
の
同
意
を
得
て
、
組

合
と
の
事
前
協
議
も
十
分
に

行
わ
ず
に
諸
制
度
の
改
悪
を

強
行
し
て
き
ま
し
た
。

実
際
に
行
わ
れ
た
制
度
改

悪
の
象
徴
が
、
賃
下
げ
を
可

能
に
す
る
格
付
規
程
の
改
悪

で
す
。
そ
の
結
果
が
、
会
社

が
パ
ワ
ハ
ラ
４
点
セ
ッ
ト

（
低
評
価
、
Ｐ
Ｉ
Ｐ
、
賃
下

げ
、
降
格
）
を
使
っ
て
行
っ

て
き
た
人
員
削
減
と
人
件
費

削
減
な
の
で
す
。

組
合
推
薦
候
補
に
投
票
を

従
業
員
の
皆
さ
ん
に
と
っ

て
利
益
に
な
る
の
は
組
合
推

薦
候
補
の
当
選
で
す
。

組
合
推
薦
候
補
は
、
上
趣

意
書
の
と
お
り
、
労
使
協
定

の
締
結
や
就
業
規
則
等
の
改

定
に
際
し
、
必
ず
従
業
員
の

利
益
、
労
働
条
件
の
向
上
に

な
る
よ
う
会
社
に
意
見
す
る

こ
と
を
お
約
束
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
組
合
推
薦
候
補
者

へ
の
投
票
を
お
願
い
し
ま
す
。

★本誌掲載記事の無断掲載・複写を禁じます。 連絡先メール： kumiai@jmitu-ibm.org

(1)２０２４年１１月１８日 か い な 第２４５５号

真実を伝える
組 合 機 関 紙

J M I T U ( 日 本 金 属 製 造
情 報 通 信 労 働 組 合 )
日 本 ア イ ビ ー エ ム 支 部

東京都港区赤坂2丁目20の6
5 F 〒 1 0 7 - 0 0 5 2
T E L : 0 3 - 3 5 8 3 - 9 0 3 7
F A X : 0 3 - 5 5 6 2 - 0 8 5 3

定価 月 500円

★ 「かいな」記事をWEBで読めます。「組合 かいな」で検索

２０２４年１１月１８日 か い な 第２４５５号(4)

裁判・労働委員会スケジュール

以下に今後のスケジュールをお知らせします。

定年後再雇用賃金差別裁判 2/06(木)11:00 東京地裁510号法廷

定年後再雇用不当労行為事件 組合ホームページをご確認下さい。

ＡＩ不当労働行為事件は、8月1日に都労委で勝利和解しました。

2025年春闘アンケート
※組合ホームページからアンケート回答ができます：「各種アンケート かいな」で検索

性別 ①男性 ②女性 ③その他・回答しない

年令 ①１０代 ②２０代 ③３０代 ④４０代 ⑤５０代 ⑥６０才以上

所属グループ ①日本ＩＢＭグループ ②キンドリルジャパングループ

雇用 ①正社員 ②100%子会社社員 ③関連会社社員

④プロフェッショナル・ブルー（日本IBMグループの方）

⑤シニア・プロフェッショナル（キンドリルジャパングループの方）⑥シニア契約社員

⑦派遣社員 ⑧派遣社員 ⑨その他 (下枠に記入ください)

バンド ①３ ②４ ③５ ④６ ⑤７ ⑥８ ⑦９ ⑧１０以上

職種 ①SE系(ITS/ITA/PM/PE/DPE等) ②コンサル ③営業系 ④マーケティング系 ⑤事務系

⑥サポート系(CE等) ⑦本社系(F&P/人事/法務等) ⑧ＬＡＢ系

⑨その他 (下枠に記入ください)

組合 ①加入 ②未加入

設問１ あなたの生活実感は、次のうちどれに該当しますか。もっとも近いものを選んでください。

①かなり苦しい ②やや苦しい ③ややゆとりがある ④かなりゆとりがある

設問２ あなたは、２０２５年にいくら賃上げを要求しますか。

①５千円 ②１万円 ③２万円 ④３万円 ⑤４万円 ⑥５万円 ⑦６万円 ⑧７万円

⑨８万円 ⑩９万円 ⑪１０万円以上 具体的金額 (半角数字）：

設問３ いま職場でとくに不安・不満に感じることを３つ選んでください。

①賃金 ②雇用・リストラ ③企業の将来 ④労働時間(残業・休暇など)

⑤ただ働き(サービス残業) ⑥査定・評価 ⑦仕事の内容・しかた

⑧過労・健康 ⑨職場の安全 ⑩賃金や処遇の差別 ⑪パワハラ ⑫セクハラ

⑬社会保険未加入 ⑭正社員として働きたい ⑮雇い止め ⑯職場の人間関係

⑰技能・技術の継承 ⑱人員不足 ⑲その他(具体的に： )

設問４ 会社の現状と将来についてご意見をお聞かせください。（＊半角２５０字まで）

設問５ 2020年から2024年の5年間に4回しか実施されていない現状の中で、賃上げについての

ご意見をお聞かせください。（＊半角２５０字まで）

設問６ あなたが職場で現在困っていること、悩んでいることを

お聞かせください。（ハラスメント・在宅勤務等）（＊半角２５０字まで）

設問７ あなたは在宅勤務手当として1日あたりいくら要求しますか。

①２００円 ②３００円 ③４００円 ④５００円以上 具体的金額 (半角数字）： ⑤不要

ご協力ありがとうございました。

ＩＢＭ/キンドリル従業員代表選挙
組合推薦候補に投票を



(3)２０２４年１１月１８日 か い な 第２４５５号

★ 「かいな」の更新情報をメールで購読できます。「組合 かいな」で検索★ 「かいな」のバックナンバーがWEBで読めます。「組合 かいな」で検索

２０２４年１１月１８日 か い な 第２４５５号(2)

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
事
業
本
部
に
所
属

す
る
Ａ
さ
ん
は
、
今
年
５
月

に
組
合
に
加
入
し
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん
の
組
合
加
入
の
経
緯
❘

所
属
長
の
執
拗
な
退
職
勧
奨

Ａ
さ
ん
は
、
２
０
２
４
年

４
月
の
傷
病
休
職
か
ら
の
復

職
の
後
、
所
属
長
の
中
島
理

絵
担
当
（
理
事
・
ヘ
ル
ス
ケ

ア
＆
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
・

サ
ー
ビ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
担
当
）

か
ら
自
分
で
仕
事
を
探
す
よ

う
に
指
示
を
受
け
、
Ｏ
ｐ
ｅ

ｎ
Ｓ
ｅ
ａ
ｔ
な
ど
を
通
じ
て

社
内
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
探

し
て
い
ま
し
た
が
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
決
定
に
は
至
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

こ
の
間
、
中
島
担
当
は
４

月
か
ら
６
月
に
か
け
て
Ａ
さ

ん
と
面
談
を
５
回
行
い
、
そ

の
中
で
「
Ｉ
Ｂ
Ｍ
が
今
持
っ

て
い
る
仕
事
の
内
容
と
、
Ａ

さ
ん
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と

か
や
っ
ぱ
り
マ
ッ
チ
し
な
い
」

「
Ａ
さ
ん
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ

を
活
用
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
に
な

る
っ
て
い
う
の
が
ち
ょ
っ
と

な
い
」
「
Ｉ
Ｂ
Ｍ
じ
ゃ
な
か
っ

た
ら
（
中
略
）
あ
る
と
思
う

ん
で
す
よ
」
（
「
中
島
さ
ん

が
私
の
立
場
で
し
た
ら
、
ど

う
い
う
ふ
う
に
今
後
行
動
さ

れ
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に

対
し
）
「
も
う
転
職
し
ま
す

ね
」
と
い
っ
た
発
言
を
何
度

も
繰
り
返
し
行
い
ま
し
た
。

中
島
担
当
の
こ
の
よ
う
な

発
言
は
、
退
職
し
ろ
と
は
一

言
も
言
わ
ず
、
Ａ
さ
ん
が
何

を
言
っ
て
も
否
定
す
る
よ
う

な
雰
囲
気
を
つ
く
り
、
ち
く

り
ち
く
り
と
会
話
の
流
れ
を

退
職
の
方
向
に
だ
け
持
っ
て

い
っ
て
お
り
、
執
拗
な
退
職

勧
奨
と
取
れ
る
発
言
で
す
。

Ａ
さ
ん
は
こ
れ
に
対
し
て
精

神
的
苦
痛
を
強
く
感
じ
て
い

ま
し
た
の
で
、
５
月
に
組
合

に
加
入
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
従
業
員
に
業
務

を
ア
サ
イ
ン
す
る
の
は
会
社

の
責
任
で
す
が
、
中
島
担
当

は
上
記
の
よ
う
に
Ａ
さ
ん
に

業
務
を
ア
サ
イ
ン
せ
ず
、
面

談
で
精
神
的
苦
痛
を
与
え
る

退
職
勧
奨
発
言
を
Ａ
さ
ん
に

繰
り
返
し
浴
び
せ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
対
応
や
発
言
は

パ
ワ
ハ
ラ
と
取
ら
れ
か
ね
ま

せ
ん
。

Ａ
さ
ん
が
知
ら
ぬ
間
に
退

職
者
に
❘
会
社
か
ら
退
職

処
理
の
原
因
の
説
明
な
し

そ
の
後
、
８
月
10
日
に
Ａ

さ
ん
宛
に
住
民
税
の
納
税
通

知
書
が
届
き
ま
し
た
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
個
人

住
民
税
の
納
付
方
法
に
は
特

別
徴
収
（
給
料
天
引
き
）
と

普
通
徴
収
（
納
税
通
知
書
で

納
付
）
が
あ
り
ま
す
。

Ａ
さ
ん
は
他
の
従
業
員
と

同
様
、
特
別
徴
収
で
納
付
し

て
い
ま
し
た
の
で
、
住
民
税

の
納
税
通
知
書
が
届
い
た
こ

と
を
不
思
議
に
思
い
、
Ａ
さ

ん
の
依
頼
を
受
け
た
家
族
が

区
役
所
で
確
認
す
る
と
、
職

員
か
ら
「
当
該
人
は
Ｉ
Ｂ
Ｍ

を
退
職
す
る
た
め
、
本
人
が

自
分
で
支
払
う
と
し
た
手
続

き
が
Ｉ
Ｂ
Ｍ
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
驚
く
べ

き
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
ま
だ
会
社
に
在
籍
し

て
い
る
Ａ
さ
ん
が
知
ら
ぬ
間

に
退
職
者
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
。

一
年
間
の
個
人
住
民
税
の

給
与
天
引
き
の
開
始
は
６
月

で
す
か
ら
、
Ａ
さ
ん
の
退
職

処
理
は
５
月
ま
で
に
は
完
了

し
て
い
た
、
つ
ま
り
、
中
島

担
当
と
の
面
談
が
行
わ
れ
て

い
る
さ
な
か
に
Ａ
さ
ん
の
退

職
処
理
は
完
了
し
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
前
代

未
聞
の
不
祥
事
で
す
。

こ
れ
を
受
け
て
組
合
は
９

月
25
日
と
10
月
16
日
の
団

体
交
渉
で
、
Ａ
さ
ん
の
退
職

処
理
が
行
わ
れ
て
い
た
原
因

を
追
及
し
、
そ
の
回
答
を
会

社
に
要
求
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
10
月
30
日

に
中
国
・
大
連
の
給
与
部
門

か
ら
Ａ
さ
ん
宛
の
社
内
メ
ー

ル
で
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

回
答
の
要
旨
は
次
の
通
り
で

す
▼
給
与
支
払
プ
ロ
セ
ス
内

の
手
作
業
の
一
部
で
発
生
し

た
書
類
の
誤
記
に
よ
っ
て
、

本
来
特
別
徴
収
さ
れ
る
べ
き

と
こ
ろ
普
通
徴
収
に
変
更
さ

れ
た
状
態
で
区
役
所
に
連
絡

が
行
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
判
明
い
た
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
「
書
類
の
誤
記
」

は
原
因
で
は
な
く
結
果
で
す

の
で
、
こ
の
回
答
は
退
職
処

理
の
原
因
を
一
切
説
明
し
て

い
な
い
不
誠
実
回
答
で
す
。

会
社
は
退
職
処
理
の
原
因
を

誠
実
に
回
答
し
謝
罪
せ
よ

組
合
は
翌
10
月
31
日
の

団
体
交
渉
で
、
Ａ
さ
ん
の
退

職
処
理
の
原
因
を
回
答
す
る

よ
う
重
ね
て
要
求
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
会
社
シ
ス
テ
ム

に
よ
る
従
業
員
の
退
職
処
理

が
可
能
な
の
は
当
該
従
業
員

の
ラ
イ
ン
で
す
か
ら
、
Ａ
さ

ん
の
退
職
処
理
を
キ
ッ
ク
し

た
の
は
所
属
長
の
中
島
担
当

と
見
る
の
が
自
然
で
す
。

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
は
Ａ
さ
ん
の

退
職
処
理
の
原
因
を
誠
実
に

回
答
し
、
退
職
処
理
の
事
実

に
つ
い
て
社
長
名
で
謝
罪
す

べ
き
で
す
。

組 合 な ん で も 相 談 窓 口
会社名 事業所名 職 場 名 氏名 電話番号

IBM 箱崎 ＩＳＥＬ 大岡 義久 090-5243-3082

Kyndryl 六本木 サービスエクセレンス 笹目芳太郎 080-5915-6329

IBM 大宮西 ＴＬＳ．ＣＥ 佐久間康晴 080-5915-7817

IBM 大阪 ＴＬＳ 河本 公彦 080-5915-5204

事務所

連絡先

TEL 03-3583-9037(月水金 13-16時・除休日) FAX 03-5562-0853

メール kumiai@jmitu-ibm.org WEB https://www.jmitu-ibm.org/

注）上記窓口は事業所にこだわらず、連絡のとれる電話番号へどうぞ

法律相談 労働問題・民事一般相談受付（要予約）

東京法律

事務所

弁護士 水口洋介、今泉義竜、本田伊孝 http://tokyolaw.gr.jp/

東京都新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル TEL 03-3355-0611(代)

旬報法律

事務所

弁護士 大熊政一、山内一浩、並木陽介 http://junpo.org/

東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル 受付7F TEL 03-3380-5311(代)

桜木町
法律事務所

弁護士 岡田 尚

横浜市中区山下町207-2 関内JSビル6階 TEL 045-212-1503

ほづみ
法律事務所

弁護士 穂積匡史 http://hozumi-shinyuri.jp/ TEL 044-959-3550

川崎市麻生区上麻生1-6-1 かわしん新百合ヶ丘ビル305号

定
年
後
再
雇
用
制
度
で
あ

る
シ
ニ
ア
契
約
社
員
の
賃
金

が
あ
ま
り
に
も
低
い
状
態

（
月
額
給
与
18
万
５
千
円
・

年
収
２
２
２
万
円
）
が
続
い

て
お
り
、
社
会
的
責
任
や
モ

ラ
ル
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

組
合
は
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
シ

ニ
ア
契
約
社
員
の
賃
金
に
関

す
る
問
題
点
や
労
使
交
渉
の

模
様
な
ど
を
シ
リ
ー
ズ
で
連

載
し
て
い
ま
す
。
今
回
が
５

回
目
の
連
載
と
な
り
ま
す
。

前
号
ま
で
４
回
連
続
で
団
交

の
や
り
取
り
を
中
心
に
紹
介

し
て
き
ま
し
た
が
、
会
社
の

不
誠
実
な
対
応
は
紹
介
し
た

通
り
で
す
。

今
号
で
は
「
シ
ニ
ア
契
約

社
員
制
度
に
関
す
る
情
報
要

求
」
に
対
す
る
会
社
回
答
を

紹
介
し
ま
す
。

今
回
紹
介
す
る
会
社
回
答

も
、
東
京
都
労
働
委
員
会
が

今
年
３
月
に
発
し
た
全
部
救

済
命
令
後
も
依
然
と
し
て
不

誠
実
な
対
応
を
継
続
し
て
い

る
内
容
で
す
。

シ
ニ
ア
契
約
社
員
制
度
に

関
す
る
情
報
要
求
と
会
社

回
答９

月
25
日
の
団
体
交
渉
で
、

組
合
は
シ
ニ
ア
契
約
社
員
制

度
に
つ
い
て
質
問
し
、
会
社

は
そ
の
回
答
を
持
ち
帰
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
組
合
は

10
月
31
日
の
団
交
ま
で
に

文
書
で
の
回
答
を
求
め
、
誠

実
に
協
議
す
る
こ
と
を
求
め

る
書
簡
を
提
出
し
、
会
社
が

10
月
30
日
に
回
答
し
て
き

ま
し
た
。

以
下
に
情
報
要
求
と
会
社

回
答
を
紹
介
し
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

＊

１
．
現
在
の
シ
ニ
ア
契
約
社

員
の
人
数
を
年
齢
別
に
開
示

す
る
こ
と
。

60
歳
の
人
数

61
歳
の
人
数

62
歳
の
人
数

63
歳
の
人
数

64
歳
の
人
数

２
．
シ
ニ
ア
契
約
社
員
制
度

が
２
０
１
３
年
４
月
に
で
き

て
か
ら
、
60
歳
定
年
退
職
を

迎
え
た
従
業
員
数
と
そ
の
中

で
シ
ニ
ア
契
約
社
員
を
選
択

し
た
実
績
を
年
度
ご
と
に
開

示
す
る
こ
と
。

３
．
現
在
の
シ
ニ
ア
契
約
社

員
の
総
額
人
件
費
を
開
示
す

る
こ
と
。

（
１
～
３
の
会
社
回
答
）

Ｉ
Ｂ
Ｍ
で
は
従
業
員
の
人
数

を
含
め
て
非
公
開
と
し
て
い

る
た
め
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
が
開
示
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

４
．
シ
ニ
ア
契
約
社
員
の
賃

金
を
決
定
す
る
た
め
の
市
場

調
査
の
方
法
、
内
容
、
結
果

に
つ
い
て
、
具
体
的
な
情
報
・

資
料
開
示
す
る
こ
と
。

（
会
社
回
答
）

こ
れ
ま
で
も
何
度
か
説
明
し

て
い
る
と
お
り
、
当
社
は
マ
ー

ケ
ッ
ト
調
査
に
関
し
て
外
部

か
ら
取
得
し
た
情
報
に
つ
い

て
守
秘
義
務
を
負
っ
て
い
る

た
め
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
調
査
の

方
法
、
内
容
、
結
果
等
に
関

す
る
具
体
的
な
情
報
・
資
料

を
開
示
す
る
こ
と
は
、
申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
が
で
き
ま
せ

ん
。
但
し
、
以
前
も
説
明
し

て
お
り
ま
す
が
、
説
明
可
能

な
範
囲
で
シ
ニ
ア
契
約
社
員

に
関
す
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
調
査

の
特
徴
を
説
明
す
る
と
以
下

の
と
お
り
で
す
。

ま
ず
、
バ
ン
ド
６
以
上
の
マ
ー

ケ
ッ
ト
調
査
に
お
い
て
は
、

原
則
と
し
て
同
種
市
場
に
お

け
る
他
社
に
お
い
て
同
種
の

業
務
（
バ
ン
ド
及
び
ジ
ョ
ブ

フ
ァ
ミ
リ
ー
の
近
い
業
務
）

に
従
事
し
て
い
る
正
社
員
の

給
与
水
準
に
つ
い
て
、
主
に

同
業
他
社
と
守
秘
義
務
契
約

を
締
結
し
た
上
で
相
互
に
情

報
を
開
示
し
合
う
方
法
（
補

助
的
に
外
部
の
調
査
会
社
に

委
託
す
る
方
法
）
に
よ
っ
て

調
査
し
て
い
ま
す
が
、
シ
ニ

ア
契
約
社
員
の
給
与
を
決
定

す
る
に
あ
た
っ
て
行
っ
て
い

る
「
バ
ン
ド
３
相
当
の
サ
ポ
ー

ト
業
務
」
に
関
す
る
マ
ー
ケ
ッ

ト
調
査
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｔ

業
界
に
お
い
て
バ
ン
ド
３
相

当
の
サ
ポ
ー
ト
業
務
を
主
た

る
業
務
と
し
て
い
る
正
社
員

が
い
る
会
社
は
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
た
め
、
マ
ー
ケ
ッ

ト
調
査
の
対
象
は
、
主
に
有

期
雇
用
社
員
で
あ
り
、
そ
の

中
に
は
、
単
純
な
サ
ポ
ー
ト

業
務
の
み
を
行
っ
て
い
る
派

遣
社
員
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
給

与
水
準
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

５
．
Ｉ
Ｔ
業
界
の
他
社
で
定

年
後
再
雇
用
の
賃
金
水
準
が

ど
の
程
度
か
い
う
点
を
な
ぜ

市
場
調
査
し
な
い
の
か
回
答

す
る
こ
と
。

（
会
社
回
答
）

マ
ー
ケ
ッ
ト
調
査
は
当
該
業

務
の
市
場
水
準
を
調
査
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
担
当
し
て

い
る
業
務
と
は
無
関
係
に
定

年
後
再
雇
用
の
給
与
水
準
を

調
査
す
る
も
の
で
は
な
い
た

め
で
す
。

６
．
２
０
２
４
年
の
市
場
調

査
を
実
施
し
な
い
で
、
ど
の

よ
う
に
シ
ニ
ア
契
約
社
員
賃

金(

月
額
賃
金
18
万
５
千
円)

を
決
定
し
、
２
０
２
４
年
10

月
１
日
か
ら
の
契
約
更
新

(

１
年)

を
し
た
の
か
回
答
す

る
こ
と
。

（
会
社
回
答
）

マ
ー
ケ
ッ
ト
調
査
は
毎
年
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
シ
ニ
ア

契
約
社
員
の
調
査
は
正
社
員

と
は
少
し
サ
イ
ク
ル
が
異
な

り
、
特
定
の
時
期
だ
け
に
行
っ

て
い
る
も
の
で
は
な
く
継
続

的
に
情
報
を
収
集
し
て
お
り

２
０
２
４
年
も
情
報
を
収
集

し
て
い
ま
す
。

７
．
シ
ニ
ア
契
約
社
員
の
賃

金
は
、
60
歳
以
降
社
員
が
受

け
取
る
企
業
年
金
や
公
的
補

助
、
厚
生
年
金
を
配
慮
し
て

決
定
さ
れ
て
い
た
。
ど
の
よ

う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
か
回

答
す
る
こ
と
。

（
会
社
回
答
）

制
度
導
入
時
に
お
い
て
も
、

シ
ニ
ア
契
約
社
員
の
賃
金
は
、

専
ら
担
当
業
務
の
市
場
調
査

の
結
果
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
り
、
年
金

等
を
主
た
る
要
素
と
し
て
決

定
さ
れ
た
賃
金
が
決
定
さ
れ

た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
専

ら
市
場
調
査
の
結
果
に
よ
っ

て
シ
ニ
ア
契
約
社
員
の
賃
金

を
決
定
し
た
後
に
、
年
金
等

に
つ
い
て
補
助
的
・
参
考
的

に
考
慮
し
た
結
果
と
な
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
市
場
調

査
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
給

与
水
準
に
さ
ら
に
年
金
等
の

金
額
を
追
加
す
る
こ
と
が
必

要
と
考
え
て
い
た
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

項
番
８
以
降
は
次
号
で
紹

介
し
ま
す
。

（
次
回
に
つ
づ
く
）

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
・
シ
ニ
ア
契
約
社
員
の
賃
金

本
当
に
年
収
２
２
２
万
円
で
い
い
の
か
（
連
載
⑤
）

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
組
合
員
Ａ
さ
ん
が
知
ら
ぬ
間
に
退
職
者
に
‼

前
代
未
聞
の
不
祥
事
！

日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
は
社
長
名
で
謝
罪
せ
よ
！


